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各種お問合せ先

■Ⅷ	 事故▶3が発生したときには
1．事故時の対応

速やかに電話で東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ次の事項をご連絡ください。

■ご加入情報
①法人名
②法人代表者氏名
③担当者の氏名、電話番号
④加入依頼番号
⑤加入手続日

■事故の情報
①事故の日時、場所、原因、状況
【対物事故の場合】
①損壊物の物品名
②所有者の氏名、住所、電話番号
③損壊の程度

【対人事故の場合】
①負傷者の氏名、年齢、住所、電話番号
②身体の障害の程度

事故発生時にご注意いただきたいこと
①対物事故については、事故の状況が把握できるよう現場写真や修理見積書をとっておいてください。
②損害賠償金は、被害者、他の者（例えば指導者）の責任割合を勘案して決定されます。
賠償事故は、加害者の一方的な過失によるものだけでなく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示
談等については、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。東京海上日動の承認を得ないで示談をされた場合には、示談金の全
部または一部を保険金としてお支払いできない場合があります。
③この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。
そのため、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、東京海上日動からの助言に基づき、被保険者▶1自らが
被害者の方との示談交渉を進めていただくことになります。

2．事故時のご連絡先（事故通知・保険金請求先）
加入に関するお問合せは下部の「加入のお問合せ先」をご覧ください。

都道府県 事故時の連絡先
平日9：00～ 17：00 都道府県 事故時の連絡先

平日9：00～ 17：00

北海道

東京海上日動 北海道スポーツ安全保険コーナー
0120-789-027

011（271）7346／ FAX011（271）1328
〒060-8531　札幌市中央区大通西3-7

静岡

東京海上日動 静岡スポーツ安全保険コーナー
0120-789-059

054（254）4235／ FAX054（254）4237
〒420-8585　静岡市葵区紺屋町17-1

青森 秋田
岩手 山形
宮城 福島

東京海上日動 東北スポーツ安全保険コーナー
0120-789-037

022（225）6326／ FAX022（225）7157
〒980-8460　仙台市青葉区中央2-8-16

富山 大阪
石川 兵庫
福井 奈良
滋賀 和歌山
京都

東京海上日動 近畿スポーツ安全保険コーナー
0120-789-067

06（6203）0677／ FAX06（6203）0646
〒541-8555　大阪市中央区高麗橋3-5-12

茨城 東京
栃木 神奈川
群馬 新潟
埼玉 山梨
千葉 長野

東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー
0120-789-047

03（5223）3250／ FAX03（3285）0105
〒100-8050　東京都千代田区丸の内1-2-1

鳥取 徳島
島根 香川
岡山 愛媛
広島 高知
山口

東京海上日動 中・四国スポーツ安全保険コーナー
0120-789-085

082（511）9483／ FAX082（511）9273
〒730-8730　広島市中区八丁堀3-33

岐阜 三重
愛知

東京海上日動 東海スポーツ安全保険コーナー
0120-789-057

052（201）9654／ FAX052（201）9649
〒460-8541　名古屋市中区丸の内2-20-19

福岡 大分
佐賀 宮崎
長崎 鹿児島
熊本 沖縄

東京海上日動 九州スポーツ安全保険コーナー
0120-789-095

092（281）8375／ FAX092（281）8199
〒812-8705　福岡市博多区綱場町3-3

※スポーツ安全保険コーナーは、東京海上日動火災保険株式会社の各損害サービス部内にあります。

〈共同引受保険会社（平成28年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和　共栄火災　損保ジャパン日本興亜
大同火災　東京海上日動　日新火災　富士火災　三井住友海上
〈幹事会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課：公務第2部文教公務室
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町10階
電話：03-3515-4346

加入のお問合せ先（加入手続きの方法など）

公　　益
財団法人

〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル8階
電話：03-5510-3268

この保険の詳細は、スポーツ安全協会ホームページに掲載の保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、（公財）スポーツ安全
協会または東京海上日動火災保険（株）までおたずねください。
ご加入にあたっては、このあらましと併せて、「スポーツ・文化法人責任保険加入依頼システム」に掲載の「重要事項説明」をご覧く
ださい。
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